
 
 

改正高年齢者雇用安定法 概要（平成１６年６月５日 参議院可決成立） 
 
 平成１６年６月５日の参議院で、改正高年齢者雇用安定法が可決されました。これは年金の支給開始年齢ま

で働くことができるようにすることを目的としており、①高年齢者の雇用確保措置 ②高年齢者等の再就職援

助の強化等の措置が講じられることとなります。概要は下記の通りです。 
 
①高年齢者の雇用確保措置（平成１８年４月１日から義務） 
 企業は定年引上げ・継続雇用制度の導入等により高年齢者の安定した雇用の確保を図らなければなりません。 
 →定年（６５歳未満のものに限る）の定めをしている場合は、下記 A～Cのいずれかの措置を行わなければ
なりません。 

A．定年を６５歳まで引き上げる 
B．継続雇用制度の導入 
C．定年の定めの廃止 

     ＊Aの場合は、平成２５年度までに段階的に引き上げるものとします。 
             期間              定年 
        平成１８年４月～平成１９年３月・・・・・６２歳以上 
        平成１９年４月～平成２２年３月・・・・・６３歳以上 
        平成２２年４月～平成２５年３月・・・・・６４歳以上 
        平成２５年４月～       ・・・・・６５歳以上 

＊Bの継続雇用制度を導入する場合は、継続雇用の対象を希望者全員としないことも可能です。 
その場合は労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を定めることが必要 
となります。なお、平成１８年４月１日から政令で定める日まで（大企業は３年間、中小企業は５

年間）の間は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることも可能です。 
  
②高年齢者等の再就職援助の強化等の措置 
 企業は高年齢者等の再就職を援助するために、求職活動支援書の作成・交付、募集及び採用についての理由

の提示を行わなければなりません。 
 １．求職活動支援書の作成・交付 
    会社都合の解雇等により離職する高年齢者等で希望する者に求職活動支援書（職務経歴・職業能力等

を記載した書面）を作成・交付しなければなりません。 
 ２．募集及び採用についての理由の提示 
    労働者の募集及び採用の条件として６５歳未満の上限年齢を定める場合は、休職者に対してその理由

を明示しなくてはなりません。 


